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木更津市老人福祉センター指定管理者に関する仕様書 

 

 木更津市老人福祉センター（以下、「センター」という。）の指定管理者が行う業務の内容等は、この仕

様書による。 

 

１ 趣旨 

この仕様書は、センターの指定管理者が行う業務の内容について、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ センターの管理に関する基本的な考え方 

センターを管理運営するにあたり、次に掲げる項目に従って行うこと。 

⑴ センターが、老人福祉法の規定に基づき、高齢者に関する各種の相談、健康の増進、教養の向上及

びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するために設置されたものであるという理念に基

づき、老人福祉センターの管理運営を行うこと。 

⑵ 公の施設であることを念頭において、公平な運営を行うこと。 

⑶ 利用者の意見を管理運営に反映させること。 

⑷ 個人情報の保護及び情報の公開に関する措置を講ずること。 

⑸ 利用者からの苦情を解決する体制を構築し、サービスの向上に努めること。 

⑹ 利用者数の向上に努めるとともに、効率的な管理運営を行うこと。 

⑺ 管理運営費の削減に努めること。 

⑻ 関係機関との連携に努めること。 

⑼ ごみの減量、省エネ、CO2の削減等、環境に配慮した運営を行うこと。 

⑽ 関係法令等を遵守した管理運営を行うこと。 

 

３ 管理の基準 

指定管理者が管理を行う時間は、下記に掲げる休館日を除く、原則午前８時３０分から午後５時１５

分までとする。なお、市長が必要と認めるときは、開設時間及び休館日の変更をすることができる。 

⑴ 開設時間 

ア 一般施設  午前９時から午後４時まで 

イ 浴室    午前１０時から午後３時３０分まで 

⑵ 休館日 

ア 毎週月曜日 

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日（以下「休日」という。） 

ウ 休日が月曜にあたるときは、その翌日 

エ １月２日から１月４日まで及び１２月２８日から１２月３１日まで 

⑶ 施設の利用許可及び制限に関する事項 

ア  施設の使用許可については、木更津市老人福祉センター管理規則（昭和５０年木更津市規則第

 ２号）に従って行うものとする。 

イ 木更津市老人福祉センター設置及び管理に関する条例（昭和４９年木更津市条例第４８号。以下
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   「条例」という。）第９条に該当する場合は、使用の許可をしないことができる。 

ウ 条例第１０条に該当する場合は、使用の許可の取り消し、又は停止することができる。 

⑷ 送迎バスの運営管理 

木更津市老人福祉センター送迎バス運営規程（昭和５０年木更津市訓令第２号）に従い、適正な運

  営管理のもと利用者の利便を図るものとする。 

⑸ 浴場の管理 

浴場の管理については、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」（平成１２年１２月１５日

  生衛発第１８１１号厚生省生活衛生局長通知）の管理指針を遵守するとともに、下記の衛生等管理の

  基準を満たすように常に万全の注意をはらうこととする。 

「公衆浴場における衛生等管理要領等について」 

・ 気泡発生装置、ジェット噴射装置、シャワー、打たせ湯等エアロゾルを発生させる設備

には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。 

・ 毎日完全換水型の浴槽は毎日清掃、1月に 1回以上消毒。連日使用型循環浴槽水を使用し

ている浴槽では、1週間に 1回以上完全換水し、消毒、清掃する。 

・ 浴槽水の残留塩素濃度を 1日 2時間以上 0.2～0.4ｍｇ／ｌに保つことが望ましい。 

・ 循環ろ過装置の消毒を 1週間に 1回以上、逆洗を 1週間に 1回以上実施すること。 

・ 原水、源湯、上がり用湯、上がり用水及び浴槽水のレジオネラ属菌は、100ｍｌ中 10 個

未満であること。 

⑹ 個人情報の保護 

指定管理者は、木更津市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年木更津

市条例第１７号）第１３条の規定により、センターの管理運営を行うにあたって取り扱う個人情報を

保護するため、当該個人情報を適正に取り扱う義務が課せられることとなるが、個人情報の適正な取

扱いの具体的内容については、木更津市の基準に準じて、適正な個人情報取扱手続等に関する規程類

を整備するとともに、個人情報の収集、管理、開示等の個別事項に関して、別紙１「個人情報取扱特

記事項」を協定により定め、これにより個人情報の保護を図ること。個人情報に関して滅失、き損、

漏えい等の不適切な取扱いがあったときは、遅滞なく木更津市に報告すること。 

⑺ 情報公開に関する措置 

指定管理者は、施設管理の透明性を高めるため、自らの基本方針、運営状況、財務状況等の情報の

  公開に関して規程類を整備するとともに、必要な事項に関して協定により定め、市が木更津市情報公

  開条例（平成１２年木更津市条例第４号）に基づき行う情報の公開に留意しつつ、適正な運用を図る

  こと。 

情報公開に関しては、木更津市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び木更津

市情報公開条例の規定に従い、必要な措置を講じていただきます。 

 

４ 指定管理者が行う業務の内容等 

⑴ 職員の配置に関すること 

  ア 施設の責任者として、所長（常勤）を配置する。 

   イ 看護師１人（常勤）及び事務員１人（常勤）以上を配置する。 

  ウ 管理運営業務に従事する者のうち、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第８条第１項に規定す
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る防火管理者を配置する。 

  エ 管理運営業務に従事する者のうち、消防法第１３条第１項に規定する、危険物の保安の監督をす

る者（乙種以上）を配置する。 

  オ 管理運営業務に従事する者のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の二第８項

に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者を配置する。 

⑵ 事業の計画及び実施に関すること 

ア  健康相談 

     高齢者の疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適切な助言を行う。 

イ  教養講座の実施 

高齢者の教養の向上、レクリエーション等のための「趣味の教室」等の事業を行い、又はそのた

めに必要な便宜の提供を行う。 

⑶ 施設及び付属設備等の維持管理に関すること 

老人福祉センター施設の適正な管理を行うため、別記「保守点検等業務一覧」の基準により維持管

  理・保守点検を実施する。 

 ⑷ 管理施設の改修等に関すること 

ア 管理運営業務に係る修繕については、実施する前に必ず市に対し協議を行うこと。原則として１

   件３０万円未満の小破修繕（一般的な経年劣化に対して維持管理や現状復旧を目指す軽微な修繕）

   については、指定管理者が費用を負担し実施し、１件３０万円以上の修繕については、市が費用を

   負担し直接実施するものとする。ただし、１件につき３０万円以上の修繕であっても双方協議によ

   り承諾した場合、又は指定管理者の責めに期すべき事由による修繕に要する費用は、指定管理者の

   負担とする。 

イ 小破修繕については指定管理者の負担とするが、指定管理料における指定管理者の負担限度額

を年間５０万円（消費税及び地方消費税を含む。）とし、それを超える場合は別途協議することと

する。 

 

５ 経費(指定管理料）等について 

⑴ 指定管理料 

ア 木更津市が支払う指定管理料は、次の額を上限とし、災害等の特別の場合を除き原則として増額

しない。ただし、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の改正に伴い、消費税率及び地方消費税

率を１０％として算定しているため、今後、消費税等額に変動が生じた場合は、市は、指定管理料

にそれらの変動に応じた相当額を加減して支払うものとする。 

指定期間総額 １９６，０４９千円（消費税及び地方消費税相当額込み） 

※ この指定管理料には、人件費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、通信運搬費、施設等

    の保険料、機器等の賃借料、手数料、公租公課、委託料、負担金、自主事業費、光熱水費を含む。 

イ 指定管理料は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに提案された経費をもとに予

算の範囲内で決定する。指定管理料の支払時期、支払額及びその方法は、別途協定書により決定す

る。 

ウ センターにおいて使用する電気、ガス、灯油及び上下水道の料金について、指定管理料に含む。 

エ 本指定期間中に、市が新たに電力供給の契約をした場合においては、当該契約の単価（基本料金
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単価、電力料金単価）に基づき、指定管理者は当該契約の相手先に電気料金を支払うものとする。

なお、当該契約により、本指定期間中の指定管理料における電気料金が増額又は減額となる場合

は、必要に応じて協議し、年度ごとに精算する。 

 ⑵ 使用料 

   本施設は、地方自治法第２４４条の２第８項に定める利用料金制度の適用は行わない。したがっ

て、施設使用料は、「条例」に定められた額を市の収入とする。 

   施設使用料の徴収については、地方自治法施行令第１５８条第１項の規定に基づき、指定管理者に

別途委託する。（徴収事務委託料は指定管理料に含む。） 

⑶ 口座の管理  

   指定管理者としての業務により発生する委託料及びその他収入は、法人等が他の事業等で利用す

る口座とは別の口座で管理すること。 

⑷ 予算の執行 

  ア 指定管理者の予算提案額に基づき、協定書で定めた額により執行する。 

イ 管理運営にあたっては、各年度に市へ提出する事業計画による予算の各費目に従って適切に執

 行すること。ただし、木更津市との事前の協議の上に流用できるものとする。 

⑸ 翌年度予算 

   毎年度、木更津市が指定する期日までに、翌年度の予算提案額を提示すること。 

 ⑹ 精算 

指定管理料の精算は、次のような場合を除き原則的に行わないものとする。 

 ア 予定していた事業が実施されなかった場合 

 イ 消費税率改正の適用時期が変更された場合 

 ウ 市が一括契約している電力需給契約の変更等により大幅な影響が生じた場合（該当施設に限り、

両者協議し決定する。） 

 エ 新規開設施設の光熱水費等に関して一定期間を精算対象とする場合 

 オ 指定管理者が施設内の敷地を職員駐車場として使用した場合 

⑺ 経理規程 

指定管理者は経理規程を策定し、経理事務を執行すること。 

⑻ 立入検査 

   木更津市は必要に応じて、施設、附属設備、物品、会計書類等の現地検査を行うものとする。 

 

６ 指定管理者の義務について 

⑴ 文書の管理・保存 

   指定管理者が業務に伴って作成し、又は受領した文書等は、法人等内部において別途文書管理に関

する規程等を定め、適正に管理・保存すること。また、指定期間終了後、市が必要と認める場合は、

当該文書等の引渡しを求めることがある。 

⑵ 環境への配慮 

   指定管理者は、管理業務遂行にあたり、次に掲げる環境への配慮に留意すること。 

ア 環境に配慮した商品・サービスの購入（グリーン購入）を推進し、廃棄にあたっては資源の有効

   活用や適正処理を図ること。 
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  イ 電気・ガス等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取組みを推進すること。 

⑶ 保険への加入  

指定管理者は、管理業務の執行にあたって利用者や第三者へ損害を与えた場合、また、独自の事業

を運営する場合（自主事業）における事故があった場合は、賠償補償責任を負うものとする。そのた

め、指定管理者は、原則として、「施設賠償責任保険（指定管理者特約条項付き）」に加入し、当該保

険からの保険金の支払によって、被害者への損害賠償責任や市からの求償に対応すること。 

また、当該保険への加入については、指定管理者を記名被保険者、市が追加被保険者、利用者及び

第三者を保険金請求者として、指定管理者が加入手続を行うとともに、市が加入している保険内容を

精査し、重複しないよう設計すること。 

なお、令和８年４月１日現在、市が加入している保険内容は、以下のとおりである。 

全国市長会 市民総合賠償保険（１型Ｆ型） 

※ この保険は、市に賠償責任が発生した場合に市の責任部分が本保険の適用となるだけでなく、

地方自治法の規定により指定管理者に施設の管理を行わせた場合には指定管理者そのものを被

保険者とみなし、市の責任と同様に指定管理者の責任部分についても本保険の対象となる。 

ただし、施設内で指定管理者が独自の事業を運営する場合（自主事業）でその運営上もたらさ

れる賠償責任や事務を外部へ委託した場合における受託者の賠償責任などは、本保険の対象外

となる。（「全国市長会」市民総合賠償保険の手引き」参照） 

 

 賠償責任保険 補償保険 

支払限度額 

身体賠償 
1名につき ２億円 

対象外 

1事故につき ２０億円 

財物賠償 1事故につき ２，０００万円 

個人情報漏えい

による損害賠償 
保険期間中 ２億円 

個人情報漏えい

による対応費用 
１事故につき 

１，０００万円 

年間３，０００万円 

免責金額 

（自己負担額） 
１事故につき なし 

 

⑷ 指定管理者名等の表示 

   本施設が、指定管理者により管理運営されていることを示すため、指定管理者名と設置者としての

市の連絡先を施設内に表示するとともに、案内パンフレット等に明記すること。 

⑸ 緊急時の対応 

ア 管理業務の遂行にあたっては細心の注意を払い、事故等の緊急事態発生時には、直ちに応急措

置をとるとともに市に報告し、指示を受けなければならない。また、大雨、大雪等の事前に把握

が可能な異常気象については、その情報把握に努め、老人福祉センター内の安全確保に努めるこ

と。 

イ 震災等の事前に把握が困難な災害が発生した場合は、老人福祉センター施設の被災状況を把握
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するとともに、市に報告し指示を受けなければならない。 

ウ 老人福祉センター内において、事故、火災、事件等が発生した場合は、速やかに市および関係

機関へ連絡し、対応すること。 

エ 利用者の安全を確保するため、災害、事故その他の緊急時の対策及び防犯対策についてマニュ

アルを作成し、職員に指導を行うと共に、消火・避難等の総合的な防災訓練を実施すること。 

 ⑹ インボイス制度の対応について 

   令和５年１０月から導入された消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）に対応するた

め、適格請求書（インボイス）の発行事業者の登録を行うこと。また、適格請求書（インボイス）

の発行に伴い、発行したインボイスの保存等の事務に対応すること。 

 

７ 指定管理者と木更津市の責任分担 

  指定管理者と木更津市の責任分担については、別紙２「責任分担表」のとおりとする。 

 

８ 管理運営等に関する諸報告 

  報告書等は、協定書で定められた期日までに速やかに行うものとする。 

⑴ 使用許可の状況及び現金出納の状況を月単位に集計し、報告すること。 

⑵ 決算書及び事業報告書（施設管理、自主事業に関し、その達成率を表示し、目標を達成できなかっ

  た場合にはその理由を記入）を提出すること。 

 

９ モニタリングについて 

別紙３「木更津市老人福祉センター指定管理者制度に関するモニタリング実施方針」に従い業務内

容を測定・評価し、改善指導・次回選定での反映を行う。 

 

10 指定管理者の指定の取消 

⑴ 指定管理者が行う施設の管理の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合には、地方自治法

第２４４条の２第１１項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務

の全部又は一部の停止を命じることがある。 

ア センターの設置条例又は協定の規定に違反した場合 

イ 地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じ

ず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げた場合 

ウ 地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づく指示に従わない場合 

エ センターの指定管理者募集要項に定める資格要件を失った場合 

オ 応募時に提出した書類の内容に虚偽があることが判明した場合 

カ 指定管理者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になっ

たと判断される場合 

キ 指定管理者の指定管理業務外における法令違反等により、管理業務を継続させることが社会通

念上著しく不適当と判断される場合 

ク 指定管理者の責に帰すべき事由により管理業務が行われない場合 

ケ 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、テロ、侵略、
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暴動、ストライキなどの市又は指定管理者の責に帰することのできない自然的又は人為的な現象

をいう）により管理業務の継続が著しく困難になったと判断される場合 

コ 指定管理者から、指定の取消し又は管理業務の全部又は一部の停止を求める書面による申し出

があった場合 

サ センターが、公の施設として廃止されることとなった場合 

シ その他、市が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認める場合 

⑵ 前事項について、指定管理者の責に帰する事由によって取消し又は停止となった場合は、市は指定

  管理者に対して、違約金及び損害賠償を求める。 

 

 

11 法人格等変更時の取扱い 

指定管理者に指定された団体が、団体の合併やＮＰＯ等の法人の法人格取得等、団体の法人格に変更

 が生じた場合は、原則、指定管理者を再指定することとする。 

ただし、団体の名称のみが変更された場合等、団体としての同一性が保持されている場合には、再指

 定の手続きを要しない。  

 

12 施設の大規模な増改築等の取扱い 

指定管理者が管理を行っている公の施設について、設置条例の改正を行い管理基準及び業務の範囲

が大幅に変更となるような増改築等を実施する場合には、当該条例改正とともに、適正な施設管理を

担保するため、原則、指定管理者を再指定することとする。 

 

13 業務の再委託 

包括的な業務の再委託については認めない。ただし、清掃、施設・機器の維持管理業務など管理運営

 業務の目的を損なわない業務については、市と協議の上、専門業者等に委託することができる。 

 

14 協議 

  指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が

生じたときは、木更津市と協議し決定する。 

  なお、一定期間内に協議が整わない場合は、協定内容の見直し又は解除について協議するものとす

る。また、新たに指定された指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管理業務を遂行できるように引継ぎ

を行うものとする。 
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別記 保守点検等業務一覧 

 

項 目 内 容 頻度等 

自家用電気工作物保守点検 

設備保守管理 

・受電設備容量  125KVA 

・受電電圧     6,600V 

年次点検  年１回 

月次点検  年５回 

絶縁監視  24時間 

消防設備保守点検 自動火災報知設備等点検 年１回 

警備業務 夜間警備（機械警備） 毎日 

健康器具保守点検 器具定期点検 年３回以上 

風呂清掃及び機械管理 
使用後の清掃 

ボイラー等の管理 

毎日 

毎日・随時 

庭園等管理業務 

樹木剪定・施肥 

草刈り・芝刈り 

植木消毒 

年１回以上 

年３回以上 

年２回以上 

浄化槽維持管理 
水質管理及び法定点検 

・250人槽（ばっ気式） 

定期点検  年６回 

清掃    年１回 

送迎バス管理費 

マイクロバス 

運転手 1名分賃金、燃料代、車検

修繕費用及び任意保険代を含む。 

管理仕様については別途指示 

・休館日を除く毎日運行 

・年１回法定点検 

館内害虫駆除消毒 害虫の駆除・消毒 年１回 

 

 


